
行政刷新会議「事業仕分け」  

WGの評価結果  

医師確保、救急■周産期対策の補助金等  

（一部モデル事業）   

予算要求の縮減（半額）  

（廃止1名 自治体／民間0名 予算計上見送り1名 予算要求縮減10名  

うち 予算半額 3名  

1／31名  

その他 6名  

とりまとめコメント   

「要求どおり」は、0名である。その背景としては、昨日議論した   

診療報酬の見直しと組み合わせた形で本補助金を有効なものにすると   

いうのが、本WGの思いだと考える。  

したがって、このWGの判断としては、「予算半額」を結論としたい。   

今後の診療報酬見直しの経緯を見ながら、真に必要ならば平成22年度   

補正予算での対応もありえると考える。平成22年度当初予算について   

も、真に必要な事項に絞ることとし、支給する方法、内容、支給先につ   

いても厚生労働省の政務三役としっかりと相談してもらいたい。   



事業番号2－9  

施策・事業シート（概要説明書）   

担当府省名  厚生労働省   予算事業名    医師確保、救急・周産期対策の補助金等   
（一部モデル事業）   

担当局庁名  医政局   上位施策事業名  作成責任者   

医師確保：平成18年度  
担当；課・皇名    総務課、指導課、医事謡、看諜課  事業閥始年度     救急医療：昭和52年度  拭概評長岩渕豊  

周産期医療二平成8年度   

鮪医師確保総合対策  
・緊急医師確保対策について  
「安心と希望の医礁打保ビジョン」  

根拠法令・（具体的な条  イー安・bと希望の医療ヰ保ビジョン」具体化に関する検討会」（中間と   

文（0粂⊂〉項など）も記  
関係する並  

頑）  

知、計画等    ・救急医療用ヘリコプターの導入促進に焦る言古馳鴫に係る検討会報   
告券  
・赦塾匿頑の今吐のあり方に閲する検討会中仰とりまとめ  
・尭篤な小児迫看に対する救8医薇体制の検討会中瀾とりまとめ  
・周産糊医畑と救急医偵の証保と速扶に閲する乳は会輪告古   

｛直接実施  

■業務委託等（委託先等：（社）地域医療振興協会、（社）日本医師会、  
実施方法  （財）日本救急医療財臥（財）日本中春情報センター）  

■補助金〔      補助先：都道府県、市町村等 実施主体：都道府県等）  
□貸付（貸付先：  ）□その他（  ）   

先 
（官致  ／   

益法人等l職員総数  
コR  ■l生丘i■■l ■■■迎■■■l   

〔医師確保対策〕  

目 産科や小児科などの診療科やへき地等で医師不足が深刻となっており、必要な医師の確保に効果的な施     策を講じ、国民の医療に対する安心・安全の枯保。  
事   
藁  地域における救急医療休制の確保と安心して出産に臨める医療環境の実現に向けた体制の整備。  
／  

制  
都道府県、市町村、公私立大学附属病院、厚生労働大臣の措定した公私立病院、救命救急セン  

対象  
クー、総合周産期母子医療センター、（社）地域医療振興協会、（社）日本医師会、（財）日本枚急医療  

皮   
概  

婆  
（手段、手法な  別紙2内訳のとおり（酪）  

ど）  

平成22年度概算要求額  人件狸   

串筆致   57．397 百万円  
概算人件賀  

職員構成    （平均給与×従事  
■昌ご・・   

＝コ  

ス  人件費 担当正聯員  
千円   

人  
ト  

総 計   百万円                57．397 百万円  臨時職員他  円   

年 度  総 額  人                地方公共団体の凄負担がある場合、概算の総鎖  
Il．813  

H19（決算額ト         」れまでの同様の予井 の 4．276  
項目予算額等：   け557  

42．845  
（財源内訳／ 単位百万円）  35丁，210  

H22概算要求  57．39了  

平成22年度  

予井内訳（補助金の塙  別紙2内訳のとおり岬射  
合は負担割合等も）  

〔医師確保対策〕  
近年の医療の現場においては、高齢化の進展、医療の高度化、医療を巡る紛争の増加、女性医師の増加  

などを背景に医療需要が増大するとともに、産科・小児科などの診療科やへき地等で医師不足問題が深刻  
となっており、地域で必要な医師の確保に効果的な施策を講じ、国民の医療に対する安心一変全を確保する  

事業／制度の  

必要性  〔救急・周産期医療対策〕  
従前からの救急・周産糊医療体制の施策に加え、先の国会で成立した「消防法」の一部改正に伴う消防と  

受入医療娩関との連携強化やドクターヘリの導入等による救急搬送強化、昨年10月に東京都で発生した妊  
婦の死亡事案等に対応すべく、ハイリスク妊産婦を中心に受け入れる周産期母子医療センターでの脳卒中  
等を有する母体の受入体制強化、NICUに対する支援やNJCUに長期入院している児童への対策など安心  
して産み育てることのできる医療提供の確保に資するものである。   

他省庁、自治体等にお   
ける類似事業  

〔医師確保対策〕  
良質な医師を養成し、医師不足を解決していくための教育と医療の連携強化（文部科学省、厚生労働省）  

他省庁」自治軋民間              〔救急・周産期医療対策】   
等との連携・役割分担    救急患者搬送における消肪庁との連携を強化するためには、「消防法」の一部改正による搬送・受入ルー  

ルの作成が必軍であったため、消防庁と連携して検討会を開催。傷病者の搬送及び受入の芙施基準につい  
てとりまとめた。   

ク
ー
 
 

驚
 
 
 



事業番号2－9  

施策■事業シTト（概撃説明蕃）   

担当府省名   厚生労舶   予射葺名  医師確保、の補助金等   

担当局庁名   医政局  上位施安寧菓名  作成逢佳肴 

医師確保：平成18年度  
担当課・室名     総務課、指導課、医事謀、有言衰課卒業開始年度救急医療：昭和52年度  総務謀長 岩渕 豊  

腐産期医療‥平成8年度   

【活動指標名】／年度実績・評価 ‡単位   H18年度  Hl9年度  HZO年度  

都道府県医療対策協議会等を活用し、都道 府県が中心となって行った医師派遣人数  箇所  385   546   集計中  

医師交代勤務導入促進事業、短時間正規雇用  
支援事業の実施件数   件  

22  

人  63  
女性医師等就労支援事業  

人数  
′  

件  

▼・′山  
箇所  7  

活動実績  
（社〉日本産婦人科学会への新入会医師数  

ト  
329   335   402  

産科医療補慣制度加入分娩機関数   
箇所  

3，269  
（加入率）   （99．2）  

救命救急センターの箇所致   箇所  201   208   214  

小児救急医療支援事業及び小児救急医療拠 点病院運営事業の実施箇所数  箇所   204   207   2D5  

ドクターヘリの実施箇所数   箇所   10   13   16  

総合周産期母子医療センターの箇所数  箇所   60   64   75   

予昇執行峯  
％   

77．2％   69．5％   69．2％   

〔医師確保対策〕  
医師派通事業については、地方の需要に応じて引き続き派遣を行うていく。  
医師交代勤務導入促進卒業、短時間正規雇用支援事業及び女性医師等就労支援事・業については、  

平成20年度から開始している事某であり、各都道府県に対し制度の趣旨を周知し真綿の向上を  
因っていく。初年度の活動実矧ま上記のとおりである。次年度以降も着実に英紙を上げ、女性医師  
等の離職防止や再就業の促進を図っていく。  

成果目標  〔救急・周産期医療対束）   

（現状の成果及び今後  救急医療については、基準単価の増額や新規事業の追加等各種国麓補助の充芙等の取組みによ   
どのようにしたいか、  り、救命救急センターの設置個所数等が増加レむ肺停止肴の1ケ月後の生存率・社会復帰率め上昇   

定盤的な成果）  に寄与している。しかしながら、近年、国民音邑鼓の変化等により救急利用が増加する等により、ニ  
次数急医療拗瀾の疲弊lこ繋がり、致も減少している。これによりますます救命救急センター等に患  
者が集中するという悪循環が生じている。このため、今後も救急医痛棒制について着実に整備を進  
め心肺停止看の1ケ月後の生存率・社会筏帰率の向上を目指すとともに、二次救急医療機関の疲弊  
を解消し、施設数の減少の改善を目指す。  
周産期医療については、周産糊母子医療センターの機能を整備・拡充し、その他の地域周産糊医療  
関連施設との連携を推進するとともにNICU病床数が出生1万人対25～30床を目標に増床  
し、後方支援病床を拡充する。  

【成果指標名】／年度実綺・評価   単位  H18年度  H19年度  H20年度  

成果実描  就菓医師数   人  263，540  平成16年度 256．668人   102．了  
艶計中  

（成果指標の目標達成  

状況等）  －63．68。人   ！会   168．327 102－8  災計中  

心肺停止者の－ケ月後の生存率一社会復帰率 
】％  

8．4   10．2   集計中   

〔医師確保対策】  
平成20年度の医師数については集計中であるが、平成16年度から平成18年度の状況を見て  

も就業医師数は増加しており、また、日本産婦人科学会への新入会医師数が平成20年度に明らか  
ニ増加を示すなど、医師確保対策の一定の効果がでてきていると評価できる。  
依然として産科や小児科などの診療科を中心に多くの地域で医師不足問題が深刻であり、地域で  

必要な医療が適正に提供できるよう医師確保のための事業を藩実に実施する必要がある。  

〔救急・周産期医療対策〕  
救急医療体制については、昭和52年度から、初期、二次、三次の救急医療極関の階層的整備を  

串菓／制度の 自己評価  

（今故の事業／制度の方 向性 

、課題等）’  
く．また、1～4歳の幼児死亡率は世界で21位であることから、重篤な小児救急患者の受け皿と  
して小児集中治療室の整備を図ることにより必要な救命救急医療を受けられる体制を構築してい  
く。  
周産期医療については、昨年10月に東京都で発生した妊婦死亡事案等を契機に厚生労働大臣の  

下に懇談会が設置され、妊婦の脳卒中等の合併症に対応するための連携及び体制整備、NICUの  
整備及び後方病床の拡充、NICUに長期入院している児童に対する支援等の課題が提言されてお  
り、今後は、来年度概算要求している事業や個産期医療体制整備指針由改正により各都道府県が作  
成する周産期医療体制整備計画に応じた体制整備の支援を囲っていきたい。   

比較参考値  
（諸外国での類似事業  

の例など）  

特記事項 （事業／制度の沿革、予  
算の削減に向けた取組   

み等）   

平成8年一周産期医療対策開始   

④   



行政刷新会議「事業仕分け」  

WGの評価結果  

弓020運動特別推進事業  

見直し  

（廃止1名自治体／民間2名予算計上見送り0名  

予算要求縮減6各うち予算半額0名1／32名  

その他4名 要求どおり1名）   

とりまとめコメント  

ワーキンググループとしての結論は、「見直し」。  

新政権の政策に沿って、予算規模、事業の内容、使われ方等々含めてもう一度検討して  

いく。   



事業番号2－23  

隼施寮キ轟       、言＝1・＝～∴＝，・〉一・・ 

厚生労働省  黛碩痺凍客 8020超勤特別推進事業   

担当玲庁   1・∴二、 医政局  空競施療重森奉 ・モ’l－    医療提供体制推進事業塾補助金頼痺纏担   

担当琴・二壇名 歯科保健課  事寒漁村車喪  平成12年度  緋｛は長絹臓   

健康増進法「健康日本21」  

由拠  法令：（臭味由な菓女  由  
（b条0項など）■1詣掟  今後の歯科保健医療と歯科医師の資質向上に関する   

誠ト  
瀕妄   

歯科保健と食育の在り方に関する検討会報告書  

口直接実施  

ロ業務委託等（委託先等 ）  

■補助金㊥間接〕（補助先：都道府県  実施主体‥都道府県  ）  

□貸付（貸付先：  ）□その他（  ）  

員総勢 
Bメ役員故） 

牒・，∴ミ＝・六や立・；．  ／  ／  言覧季華ゃ  ／   

i．箪ト∴聯 二  員嶽酢 こ  奉軽重  
人等   

．上L∴．． rコ・・．・一＿  ，ト■・ 金筆画鮮   申調   
鳶壊如ト  
領牒計画 

・生涯を通じた国民の歯の健康の保持の推進を行うことで、80歳になっても自分の歯を20本以上  

斗       を保つ社会を実現するために実施。  
・歯科保健医療対策として 

・各都道府県がそれぞれの実情に応じて生涯を通じた国民の歯の健康の保持の推進に関する事業を実  
軋  

■1  

軸什 ・小児期から高齢期までの各ライフステージにおいて歯科保1建事業を実施することにより、生涯を通  

医J  
じた国民の歯の健康づくりを推進。  

級‘  （主な事業例）幼児期・学童期二う蝕予防対策、食育に関する事業 等  
成人期：歯周病予防メ   

酎  高齢期：口腔ケア、  

・各都道府県が地域における課題や事  
・提出された事釆計画を厚生労働省において精査し、鱒要性が認めbれる事業に対してかかる経費の  
補助の実施。  
・事業年度終了後に各都道府県が実施－     事業について事業評価を含めた実餓報告を実施。実績報告書に  
基づき、厚生労働省が補助経費の確定。  

平成22年度概算要求額  人件費  

概算人件費  
470 百万円  聴貞構成    （平均給与×従事  

1 

職員数）  

担当正職員  千円   

0 百万円  右  干円   

ト  

．年 度   総 韻  lヨ            地方公共団体の裟負担がある場合、概算の総須  

H19（決算額）   420  

で¢屑  
H19（決算上の不用額）   50  

日中茸   
（財源内  

441  

位百・万   470  

H21（補正予算）   0  

・．ニ 
口 ご．、  470  

ー・■†■．・   

虎              ・8020蛙動推進特別事業に必要な経費を、事業内零に応じて1／2また卿0／lO補助。  
・内訳：報償費、旅費、需用費（消耗品費・印刷製本費）、役務費（通信運搬費・  

広告料）、使用料及び賃借料、備品購入費、委託料など。   

‾‾■†－●ヲ】   r‾ ‾  



事業番号2－23  

ニ∴壌寮‡率寮をキト嶺牽強癖か  

二．∴車当‾  準 厚生労働省   葦軍事嚢者ミ 8020運動特別推進事業  

費当  医政局  主産軸褒章棄富医療提供体制推進事業費補助金∴碓庫東條泰 

‡．牽き琴  室各 歯科保健課  車筆問終年度 平成12年度  錮保場長日高勝美  

・8020こ冨動が提唱され 当書方事業が実施されてか、子供のむし歯の滅′j、  旧、   米・  
年2－92本→平成20年1・54本）など小児期における歯の健康状態は改善してきている。しかしながら、高齢者  
の歯の状矧ま、8020（ハチマルエイマル）達成者は増加している（8020達成者幸二平成11年約15％→平  

D                                     づ士   一   ｛】コ                      ■ヒ～よ亡；  

ー「草葉／  に成人期や高齢期）の取り組み強化が必要とされている。  
・‥ノ⊥  ・鹿康増進法、食育基本法に則した歯の燵頗づくり対策のため各都道府県は‾の補助金を活用し様々な                   ′、し－ …ノ  よ  

取り組みを行っており、支援を行わなければ都道府県の事業が困難となり、国としての歯科保健医療対策も  
皆無となるため、今後も国として一層の推進を行っていく必要がある。  
・さらに、民主党医療政策（詳細版）においても歯科医療改革が謳われており、歯科疾患の予防法や治療の  
調査研究の推進等生涯にわたる歯の健康の保持が提言されているところ。   

華  

こ・l・；  しているところがある。他省庁において類似の事業はなし。   

・歯の健康づくりについては、学校歯科保健を所管している文部科学省とも連携を図り、・情報交換を行ってい  
るところ。  

他     体∴琴軌             ・なお、当該事業が有効的かつ効果的に活用されるように各自治体職員を対象とするブロック会話・歯科保                            コ王領  
筆     役割分担三                                         健推進研修会において、8020運動特別推進事業のあり方等について研修や意見交換を行っているところ。  

・都道府県における歯の健康づ〈りに関する中核的な取り組みとなって．いる本事業を国として支援することで、  
一体となった歯の健康の保持の推進が可能。  

〔活動指標名】／年度実績・評価  l単位   H18年度   H19年度 H20年度  

二 実施箇所数（都道府県）  l箇所  45   46   47  

算執行華∴ l％  74．3％   89．3％   93月％  

（現状の成果）  

・8020（80歳で20本以上の歯を保持する）をすべての国民が達成することを白描とし、桂々な歯科保  
使対策が必要となることから小児のう蝕予防等をはじめ歯科保健草堂の実施を推進してきたと－ろである  

成果  各種調査において、う蝕（むし歯）本数t有病者率の減少」8020達成者割合の増加が確認されており、本  

の成   真度び今．後．   
l 

二∈1・  ・玉民歯挺  進 た‾        競        国のの康の保持を推進する－めに、個別のフィブス丁－ンに特化する対策ではなく、小児細かb高齢  
期までの生涯を通じた歯の健康の保持の推進が期待される取組に重点を置く。WHOの口腔保他目標では、65歳  
以上の50‰が20歯の拙能歯を保有することが掲げられており、わが国も同様の観点から当面は8020達成  
者が約半数近くになるよ、本番某を展開していく必要がある            ーよ   つ、  一      汗       、写⊂  

【成果指標名】／年虚実績・評価   
単位－  H18年度   

H19年度   H20年度  

＝ 
小児のう蝕（むし歯）本数・有病者宰  
※Hll年度  

致  

㍉や成寒  3歳1．67本37．鍋1Z歳2．92本了6．6％  ％   

阜標準兢  20～2月歳Hll年度70・引い→H17年度了6．2％琴6年毎調査  
二1寵う  ケツトの形成等）者の割合   ％   Z5～29歳Hll年度77．6l→H17年度74．7％  

30～34捜Hll年度的．引ト一日17年度8D．3％  

20本以上の歯を有する看の割合   75～79歳Hll年度17．5l→H17年度27．化※6年毎調査  
％   80－85隠Hll年度13．mト→H17年度21．1％  

ー㌧∴TT・ 85歳⊥Hll年度3．Dl→H17年度8．3兄  

こ専  勘A              号        ・8020注成音別口の増加は本事業の成果が埋てきているものと考えるが、依然、成人期における  

歯周病の有病辛は約8割で8020達成者割合は25％程度とまだまだ低いことから、本事業を引き続 き継続する必要がある  苦正賓白石評・一瞥‡    ゾじ ・民歯健 保持 

を推進するため‾ ロl【   含攻め事業7倒度め方   国のの康の此、．追 ；に、個別のフtフ至丁－／に靴する対束ではなく、小児期       かb高齢期までの生涯を通じた歯の健康の保持の推進が期待される取組に重点を置く。WHOの口腔保            他日標では、65歳以上の50％が20歯の拉能歯を保有することが掲げられており、わが国も同様  
の観点から8020達成者が約半数近くになるよう、本事業を展開していく必要がある。 

1て∵1  ‡主‡・こ＝二J比薩参恵庭ギ 

さr 

与轍雛  ． 

討 のれ         プし′ロ  
平成元年 8020運動の提唱  
平成12年都道府県を実施主体とした8020運動特別推進事業の開軌  
＿」        平成14年健康増進法の成工健康8本21における歯の健康に関し具体的な目標として  

8020達成者率を設定  
．一⊥・・    士        平成17年食再基本法の成工食日基本法において口腔櫨能の維持を提言。  

平成18年「平成17年歯科疾患実態調査結果」を公表BO20達成者が調査開始                 ．■■ ■ ≡．宣 －． 以来 

、初めて20％を超えた。     ム′                 ■                            三 A  阜      1平成18年「後の歯科保健医療と歯科医師の資質向上に関する検討巽中間報告書において、          lヨー・、          「8020運動は都道府県における歯科保健の中核的役割を担っべ苧」と提言。 1 
平成22年歯科保健と食育の在り方検討会報告書において食青線進に係る歯科保健医療        ＝亡r      a音          関係の数百研修を提R。 （予算の削減状況に 

ついて）        …成  年 500080        平12 ，千円 平成14年540．坤0千円  
平成18年500．080干円  
平成19年470．000千円  ／一－＼   

U  




